
那須疎水は、内務省直轄の国営事業によって開かれたもので、
安積疎水（福島県）、琵琶湖疎水（滋賀県・京都府）と並び、
日本三大疎水の一つに数えられる。
旧取水施設は、当時の状態を良好に残しており、近代における
大規模水利施設の取水システムの構造を知るうえで
価値が高いものとして、平成１８年（２００６年）に、
東水門、西水門、導水路、余水路が国の重要文化財に指定され、
その後測量調査の結果、平成２９年（２０１７年）に東隧道、
西隧道が同じく重要文化財に追加指定された。
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第９回通常総会開催される

　第９回通常総会が令和３年６月１７日(木)に、カシマウェディングリゾート大田原に於いて厳粛に開催されました。新型コロナウィ
ルス感染拡大防止の観点から、昨年に引き続き、少人数、短時間開催をお知らせし、来賓は、大田原税務署長と、統括のみご出席い
ただきました。出席者数は、８９１人(内委任状８４７人)、監事４名で開催いたしました。

・税務署長感謝状・・・・・・・・・・角橋徹
・会長功労者感謝状・・・・・・・・大平誠　星孝　澤田次男　片桐俊輔　小宮満夫
・会長表彰状・・・・・・・・・・・・・・氷見定明　澁井節子　佐藤素子　渡邉勇人　髙安良伸
・会員加入勧奨功績感謝状・・(株)栃木銀行　(株)足利銀行　大同生命保険(株)
・福利厚生推進表彰・・・・・・・・君島万寿美　人見勝彦　足利不動産(株)　　　(敬称略)

報告事項

決議事項

表
彰
者
一
覧

1.令和３年度事業計画並びに令和３年度収支予算報告の件

1．第一号議案
令和２年度事業報告並びに令和２年度収支決算報告承認の件・・・異議なく原案通り可決
承認されました。

2．第二号議案
任期満了に伴う理事及び監事選任の件
理事５５名、監事４名を一括選任し、異議なく可決承認されました。
議事終了後、法人会活動に多大な貢献をされた方々や、組織・福利厚生の推進に尽力され
た方々に対し、表彰状・感謝状が代表者に授与されました。
終わりに、来賓の大田原税務署長より、ご祝辞を頂戴し、第９回通常総会は終了しました。

会長功労者感謝状　　大平誠氏

税務署長賞　角橋徹氏
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コロナ禍で日本経済の展望はワクチンの普及などにより経
済の自律的な回復力は高まってくるとみられるが、まだまだ財
政面からの支援が必要に感じております。
収束の目途が見えてこない新型コロナウイルスの感染がま
た増え始めております。東京2020オリンピック・パラリンピッ
クは安全安心の大会とすべく、政府は徹底的に感染を封じ込
め、開催に向けて準備しております。コロナに打ち勝ったと世
界に誇れるような大会になることを祈るばかりです。
6月17日の通常総会はコロナ禍で第4波の収束が見通せな
い中での開催となりまして、この総会はソーシャルディスタン
ス、手洗い、マスク着用、短時間のうちで総会を終了するためご
協力をお願い致しました。ご出席の皆様に感謝申し上げますと
ともに、日頃から当法人会活動にご尽力頂きまして、会が成り
立っておりますことに、御礼申し上げます。誠にありがとうござ

会長　城田　民男
（公社）大田原法人会

 

います。また任期満了にう理事及び監事選任の件がある為
に、各支部において役員の交代がございました。
永年本会の為にご尽力下さいました方々に、大田原税務署
署長賞、大田原法人会会長賞の贈呈がございました。来賓とし
て大田原税務署長　小林　全　様、統括国税調査官　蕎麦
田　武　様　にご来場いただき祝辞を頂きました。重ねてお
礼申し上げます。
大田原法人会の基本方針は、税知識の普及、納税意識の高
揚に努め、税制・税務に関する提言を行うなど健全な納税者
の団体として積極的に活動していくことです。更に適正・公正
な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行にも寄
与していく。また、地域企業並びに地域社会の健全な発展に
貢献するとともに、会員の福利厚生及び会員相互の交流に資
するための事業の充実を図っております。
年度計画を掲げましたが、コロナ禍のもと、活動も制限され
て中止があいつぎました。令和3年1月14日には社会貢献活動
として献血協力活動を実施しました。会合で三密を避けるため
ZOOM活用セミナーを開催しました。
地域社会貢献事業として那須町・大田原市・那須塩原市に
新型コロナウイルス感染対策基金へ寄付をいたしました。今年
もできることを模索しながら活動していく所存でございますの
で、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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当法人会は公益社団法人として、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行うなど健全な納税者の団
体として積極的に活動していく。さらに適正・公正な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行にも寄与していく。また、
地域企業並びに地域社会の健全な発展に貢献するとともに、会員の福利厚生及び会員相互の交流に資するための事業の充実を図る。

１．公益目的事業
（１）税に係る事業
（２）経営支援事業
（３）地域社会貢献活動

Ⅰ．基本方針

Ⅱ.基本的事業計画
２．共益事業
（１）福利厚生事業
（２）会員交流事業
（３）会員増強事業
（４）支部活動の推進
（５）青年・女性部活動の推進

３．管理部門事業
（１）規定の整備
（２）諸会議関係
（３）事務運営体制の確立
４．その他
会において実施することが必要と認める事業を実施する。

雑収益 412,819

雑収益 953,000

財産･資産運用益 1,391
管理費 3,414,454

管理費 4,946,275

収益事業等
2,302,769

収益事業等
3,633,050

公益目的事業
13,656,035

公益目的事業
16,641,675

受取負担金 232,000

受取負担金 900,000

受取会費
11,271,400

受取会費
11,910,000

受取補助金等
10,524,700

受取助成金等
10,001,500

事業収益 360,800

事業収益 1,480,000

財産･資産運用益 3,000

少人数のお食事会・ご宴会もご予約承っております
お客様の大切な時間を演出します

ウェディングビレッジ

㈲ 勝 田 屋 記 念 会 館
〒324-0062 大田原市中田原2082-3　TEL 0287-23-4165　FAX0287-23-4188　http://www.katsutaya.com
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1.適格請求書等保存方式とは
　複数税率に対応したものとして導入される、仕入税額控除の
方式です。
　買手が仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか、
売手から交付を受けた「適格請求書」等の保存が必要となりま
す。また、買手が作成した仕入明細書等による対応も可能です。

2.導入時期
　令和５年10月１日に導入されます。

3.適格請求書とは
　「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝える
ための手段」であり、「登録番号」のほか、一定の事項が記載さ
れた請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を
受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

　適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、
課税事業者に限られます。適格請求書発行事業者の登録を受
けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請
書を提出する必要があります。
なお、登録申請書は、令和３年10月１日から提出することがで
きます。

【適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要】

【適格請求書の記載事項】

　適格請求書に必要な記載事項は、以下のとおりです。なお、
不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タク
シー業等に係る取引については、適格請求書に代えて、適格簡
易請求書を交付することができます。

1.適格請求書
　①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
　②取引年月日
　③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
　④税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込　
　　み）及び適用税率
　⑤税率ごとに区分した消費税額等
　⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

2.適格簡易請求書
　①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
　②取引年月日
　③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
　④税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）
　⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率 

【適格請求書発行事業者の登録手続き】

　適格請求書等保存方式が導入される令和５年10月１日に登
録を受けようとする事業者は、原則として、令和５年３月31日ま
でに登録申請書を納税地を所轄する税務署長に提出する必要
があります。
　なお、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費
税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要が
ありますが、登録日が令和５年10月１日の属する課税期間中で
ある場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、
登録を受けることができます。

　適格請求書発行事業者になると、基準期間の課税売上高が
1,000万円以下となっても、消費税等の申告が必要です。
　取引の相手方（課税事業者に限ります。）から求められたとき
は、適格請求書を交付しなければなりません（交付義務）。
　なお、登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。

【登録に係る経過措置】

【登録に当たっての留意点】
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　続いて、大田原税務の蕎麦田統括から祝辞を頂きました。
休憩を挟んで、税務研修会を開催しました。
佐藤講師から、「エンディングノート」をいただき、何度でも書き直せて、
自分を見つめ直すのに、使いたいと思いました。

昨年は、開催出来なかった全体会議を、今年は３密をさけ、少人数で、短時間で開催しました。令和２年度決算報告と令和３年度事
業計画と予算について可決承認されました。また、新役員も可決承認されました。新メンバーも加わり、青年部は活動して参ります。
続いて、大田原税務署の蕎麦田統括官から、来賓あいさつを頂きました。
税務研修会では、大田原税務署統括官による「インボイス制度の概要について」と題して研修会が開催されました。
会場からは、インボイスについての質問等も出され、活発な研修会となりました。

・第一号議案・・・令和２年度事業報告、
・第２号議案・・・収支決算
・第３号議案・・・令和３年度事業計画案
・第４号議案・・・令和３年度収支予算案
・第５号議案・・・任期満了に伴う役員改選
　　　　　　　以上　すべてに於いて承認可決された。

議 事

研修会

講師　金融広報アドバイザー　佐藤　実氏

司会進行　髙安青年部長税務研修会　大田原税務署統括　蕎麦田　武様
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5月21日 金丸小学校（18名） 5月28日 黒羽小学校（13名）

5月13日 川西小学校（28名） 5月20日 薄葉小学校（53名）

新型コロナウイルス感染が収束出来ない中で2年目の租税教室開催となりました。マスク着用、机の配置、換気、3密を避ける授業
が日常になっています。
那須町黒田原小学校6年生20人2クラス続けての授業を行いました。最初のクラスの生徒に「税金は払った方が良いと思う人」と
質問をしましたら「払う人10人」「払わない人10人」と半々でしたが、次のクラスの生徒は全員が「払った方が良い」と答えてこれには
少々驚きました。校長先生もカメラ片手に2クラスを参観し、生徒と一緒にクイズに答えたりカメラで撮影したりと非常に熱心でした。
「税金のある世界と無い世界」のDVDを見て税金の大切さと、小学生1人当たり1ヶ月の税金額を知り驚いた様子でした。
授業の中で1億円のクイズがあり、最後に1億円のレプリカに触れた時の表情は本当に嬉しそうでした。（石山 記）

令和3年6月14日　場所　黒田原小学校

答：1300年前以上前の昔、大切な穀物で

納めていました。1878年（明治6年）にお金で

納める制度に変わりました。

「税」をお金で納めることから「税金」という

ようになりました。

答：直接税の場合は相続税と贈与税が55%、

間接税の場合、たばこ税は、国・ 地方の税金

を合わせ本体価格の約6割が税金です。

答：国の収入は102.７兆円ですが、

租税収入は63.5兆円です。

これを日本の人口の約1億2550万人で

割ると、一人あたりの租税負担額は

約５０万円となります。
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令和３年3月28日（日）栃木県なかがわ水遊園特設会場で開
催された、天狗王国まつりまるごとマルシェ大田原withコー
ヒーピクニックの会場におきまして、花の種とティッシュの無料
配布を行いました。

昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い（公社）大
田原法人会西那須野支部全体会議を開催できませんでした。
今年度は、新型コロナウイルス感染防止対策を行い、令和３年
５月１２日（水）午後５時３０分より西那須野商工会館にて３０
名の出席をいただき開催いたしました。

塩原支部は、令和３年５月２７日（木）に那須塩原市「田中屋」にて塩
原支部全体会議を開催しました。当日は雨天の中、１４名の方にお越し
いただきました。去年は活動自粛のため開催することはできませんでし
たが、今年は税務研修会を中止にし、マスク着用などの感染対策を講じ
ながらの開催となりました。全体会議では、令和２年度の事業・収支決
算の報告から令和３年度の事業・収支予算が報告され、すべて異議無く承認されました。また、役員改選による新役員も承認され
ました。
新役員に加え新会員も出席された為、ひとりひとり簡単な自己紹介を行い交流を深めました。

幸せを願う AI・Japan

電話一本速参上 株式会社　愛・ジャパン

損害保険ジャパン代理店
NKSJひまわり生命（株）代理店
（株）第一生命保険代理店 理念　人・愛・幸・福のため

代表取締役　人見和夫
〒329-3132 那須塩原市北弥六403-2

TEL 0287-65-0303　FAX 0287-65-2123
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第８回那須支部全体会議が、５月１３日（木）黒田原のウエデ
イングスペース・ジュピアで開催されました。
新型コロナウイルス感染症対策のため講演会を実施せずに
行いました。
全議案が無事承認されて、新役員が選任されて全体会議は
終了しました。

令和２年１月３０日（木）、毎年恒例となっている栃木県赤十
字血液センター主催の献血への協力活動を「ザ・ビッグエクスト
ラ那須塩原店」の一角をお借りして実施いたしました。当支部
役員が来店されたお客様へ声掛けを行い、多くの方に献血をし
て頂きました。
社会貢献活動の一環として、黒磯支部はこれからも積極的に
実施して参ります。

令和３年５月１１日（火）午前１１時、黒羽商工会館において
第８回全体会議を開催しました。 

那須塩原市扇町12-2 TEL 0287-36-0100
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那須疎水は開削工事を請け負った大分県の石工集団１５０人が乗り込んで、明治１８
年４月１５日の着工から、５ヶ月という驚異的なスピードで、延長１６．３㎞の幹線水路
が完成。その後幹線水路から各農場へ配水する分水路も明治１９年、第１分水から第
４分水が完成し、分水路の総延長は９６㎞に達した。
その後も那須疎水は発電などに利用されたり、蒸気機関車の給水源になるなど、地域
の発展に計り知れない恩恵をもたらしている。

法人会報「なすのはら」第108号（令和3年7月号）

発行所

発行者

公益社団法人　大田原法人会
〒324-0041 栃木県大田原市本町1-2701-11
サイトー・バルコニー202
TEL 0287-23-4802　FAX 22-5985

会長　城田 民男　広報委員長　高木 茂
<ホームページ> http://ohtawara.or.jp
<E-mail> daiho@maple.ocn.ne.jp
印刷デザイン　黒磯印刷株式会社

日比野 亮介さん

小林 陽香里さん 小河原 理々さん 君島 陽路さん 綱島 太吾さん 鈴木 希さん 鉢村 晴大さん

松重 諒香さん 田中 史織さん 沼野井 拓真さん 藤井 明花莉さん 豊橋 加名さん

佐藤 晴さん 大宅 楓さん黒谷 心さん

令和２年度は、応募小学校１０校、１３７点の応募がありました。令和３年１月２８日、日本画家の佐藤　孝義氏をお招きし、
厳正な審査により、入賞作品（１５点）を選びました。佐藤氏から、「税がどれほど大切かがよく出ていました」と感想を頂きました。
女性部は、これからも「税に関する絵葉書コンクール」を応援していきます。


